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令和３年度 事業計画書  

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、今までにない社会環境にある中で、本会の目

的である地域福祉の推進と、福祉施設で働く職員の確保と定着への支援及び福利厚生制

度の充実を図ることは、ますます重要な課題になってきている。会員、役員、事務局、

及び関係機関のコミュニケ―ションを適切な手段をとることによって、本会の目的に邁

進するべく、昨年度に引き続き次の施策を実施する。 

（１）退職共済積立金の確実かつ安定した運営を行い、退職共済制度の充実に努める。 

（２）福祉関係者及び一般県民を対象とした研修・セミナー等を開催し、福祉施設職員

の質の向上と地域における社会福祉活動の充実を図る。 

（３）介護に従事する外国人の受入について、調査・検討をするとともに、受入法人へ

の支援策の構築を図る。 

  

１ 実施事業 

 (1) 退職手当給付事業 

   共済加入職員数約 28,500 名の退職共済事務処理を「迅速かつ正確」

を基本姿勢として、退職手当給付のサービスに努める。また、制度の安

定的な運営のため、運営規則に基づき、財政の健全性を検証する。 

  ア 退職手当金の給付 

  イ 大規模災害への対策(事業継続対策) 

  ウ 退職共済制度の健全性の検証 

 

(2) 地域福祉推進事業 

  福祉人材確保のための情報収集や社会福祉事業従事者の資質向上、人

材定着につながる研修会及び一般県民を対象としたセミナー等を開催

して、地域福祉の向上を図る。 

ア 福祉講座、研修会・セミナーの実施 

イ 就職支援フェア等への参加 

  

(3) 広報 

   本会の事業状況の周知及び共済制度の利便性に努める。 

ア「共済会だより」の発行   （年 1 回発行予定、1,700 部）  

イ ホ－ムぺ－ジの充実  

 

(4) 調査研究 

   静岡県社会福祉法人経営者協議会と共同設置した、外国人介護人材

確保検討委員会において、介護に従事する外国人の受入を行う法人に対

し、所要な支援施策の構築を図る。 

 



(5) 受託事業の円滑な事務処理 

   独立行政法人福祉医療機構からの受託事業である退職手当共済業務

の円滑な事務処理に努める。 

・退職手当金請求書・被共済職員退職届の審査、受理 

 

(6) その他 

  他県・他団体との情報交換を通じて、退職共済制度の充実・強化を図

る。 

ア 東海ブロック及び関東ブロック民間社会福祉従事者共済制度連絡

協議会への参加 

イ 社会福祉施設職員等退職手当共済事務打合会への参加 

ウ 関係機関との連絡調整 

 

 

２ 法人運営 

  理事会、評議員会、各種委員会を開催し、県共済会の健全かつ適正な運営を図る。 

  なお、コロナ禍の中コミュニケ―ションの手段については、Web 会議も考慮に入れ

つつ適宜判断する。 

 (1) 理事会の開催（５月、３月、随時） 

 (2) 評議員会の開催（６月、３月） 

 (3) 正副会長会議の開催(随時) 

(4) 各種委員会の開催(随時) 

ア 資産運用委員会 

イ 企画委員会 

ウ 外国人介護人材確保検討委員会 


